
守山市空き家等対策推進協議会

令和8年2月12日（木）

資料１



(1) 守山市空家等対策計画に係る取組と課題について



１ 守山市空家等対策計画の概要について 3

１ 位置付け 法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」

２ 対象エリア  守山市全域

３ 計画期間 令和３年度～令和７年度

〇令和３年３月 守山市空家等対策計画 策定

・平成27年５月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）が施行

→空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村による空家等対策計画の作成等を定めた。

本市においても空家等の増加が見込まれる中、空家等の対策については、行政と民間との連携や、様々な法律
の組み合わせによる対応が重要であり、空家等に関する対策を体系的にまとめる必要があることから、空家等
の適正管理および利活用の促進を目的として、「守山市空家等対策計画」を策定。

(目的)
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、
地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策
に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関
する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域
の振興に寄与することを目的とする。

(空家等対策計画)
第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策について
の計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。



１ 守山市空家等対策計画の概要について 4
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「守山市空き家等対策推進協議会」
学識経験者、市民、法務、不動産、空き家活用事業者等

連
携

市相談窓口

建築課：空家等の総合相談や特定空家等に関すること

連絡先：077-582-1139

企画政策課：空家等の利活用に関すること

連絡先：077-582-1162

庁内連携体制
環境政策課、市民協働課等の空き家施策に関連する部署

問合せ
相談

連
携

空き家対策推進のための連携体制

問合せ
相談

１ 守山市空家等対策計画の概要について
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① 空家化の「予防」
 現在居住している建物の居住者も対象として、啓発や情報提供を行うとともに、
周囲の生活環境に影響を及ぼす空家等の発生抑制に取り組み、安全・安心な住まいの確保に繋げる。  

② 空家等の「適正管理」
       空家等の所有者に対して、空家等の適正管理の必要性や空家等の所有者の責務を周知啓発し、

  自主的な適正管理を促す。
       また、管理不全な空家等については、関係法令に基づく実効性のある改善指導等を行い、

  管理不全な空家等の解消を推進する。

③ 空家等の「利活用」
空家等については、流通等により資産としての利活用が期待できることから、

利活用可能な空家等の情報の把握に努めるとともに、早期からの流通・利活用の促進策に取り組む。

空家問題は、周辺の生活環境や景観に影響を与え、地域社会全体の問題であることから、
空家等の所有者、市民、事業者、市等、地域社会に関わる主体が相互に連携して、多方面からの取組を進める。

高齢化の進展等を背景として空家等が増加が予想されることから、管理が不全な状態にならないよう、
空家化の予防対策や適正管理や利活用を進めるために、各段階で有効な対策を実践。

１ 守山市空家等対策計画の概要について
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守山市の空き家数・空き家率の推移

②水道の閉栓情報（過去１年以上にわたって使用実績な
し）から推計される令和７年度10月時点の空家数は、427件。
上表より、空家は市内全域に分布していることが分かる。
（参照：守山市水道閉栓情報〔毎年10月に調査実施〕）

（参照：総務省「住宅・土地統計調査」）

R5 R6 R7

守山 89 94 92

吉身 75 79 83

小津 28 32 28

玉津 37 42 40

河西 57 62 57

速野 82 91 92

中洲 18 27 35

計 386 427 427

①空家数・空家率の推移
②学区別の空家数（単位：件）

２ 守山市の現状について

別荘等の二次的住宅や賃貸用ま
たは売却用の住宅を除いた
「その他の住宅」が増加傾向に
あります。



(1)守山市空き家活用推進補助金
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地域コミュニティの維持および活性化に資することを目的とした以下の用途に使用するもの

・地域活性化に資する観光交流施設
・子育て支援および高齢者の居場所づくりに資する施設
・自治会等の活動拠点および多世代交流施設
・共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設

対象経費の２／３ （上限額４００万円）

市内における空き家の活用を図ることにより、住環境および景観の悪化を未然に防止し、もって地域コミュニ
ティの維持および活性化を図る

■補助金の目的 

■補助対象 

■補助率 

年度 令和6年度 令和7年度

活用件数 １ ０

■活用実績 

３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



(1)守山市空き家活用推進補助金（令和６年度活用事例）
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子どもから高齢者まで、多世代が交流することを目的に、市街地の空き家を個人が借り上げ、改修。
カフェを併設した地域交流の場としてのレンタルスペース、オルタナティブスクール等として活用し、利用者間の交流を促進する。

改修前 改修後

３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



(2) 木造住宅耐震改修等の補助
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除 却
耐震改修工事費区分

50万円超～
100万円以下

100万円超～
200万円以下

200万円超～
300万円以下

300万円超～

基本補助額 25万円 50万円 75万円 100万円

加
算
項
目

居住者に高齢者(満65歳以上の
方)を含む

＋５万円 ＋５万円 ＋10万円 ＋20万円

高齢者のみの世帯 － ＋５万円 ＋10万円 ＋10万円

設計・施工・監理が市内業者の
み

＋５万円 ＋５万円 ＋10万円 ＋10万円

緊急輸送道路等沿いの住宅で一
定の条件を備える

－ ＋５万円 ＋10万円 ＋10万円

避難経路バリアフリー化 －
20％

（上限5万円）
20％

（上限10万円）
20％

（上限10万円）

子育て世帯（居住者に中学生ま
での子を含む）

－ ＋５万円 ＋10万円 ＋10万円

内覧会の開催 － ＋５万円 ＋10万円 ＋10万円

最大補助額 35万円 80万円 135万円 170万円

過去３年間の実績 令和５年度（５件）､令和６年度（３件）､令和７年度（４件）

除却工事
費区分

50万円
超～

100万円
以下

100万円
超～

200万円
以下

200万円
超～

300万円
以下

300万円
超～

基本
補助額

10万円 20万円 40万円 60万円

過去３年
間の実績

令和５年度（１件）
令和６年度（３件）
令和７年度（２件）

旧耐震基準（昭和56年5月
以前に建築）の木造住宅

（無料）耐震診断＋補強案（概算費用）作成

（診断の結果）倒壊する可能性が高い
耐震改修

３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



(3) 空き家バンク制度について

11３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



（4）空家等管理活用支援法人の指定
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〇空家等管理活用支援法人について

空き家の適切な管理や有効活用を促進するため、市町村が指定する法人のこと。
令和５年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって創設された制度であり、
これを受けて、令和６年10月に次の法人を「守山市空家等管理活用支援法人」に指定

〇指定法人

名 称：一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会
住 所：東京都千代田区内幸町一丁目３番１号
支 部：滋賀県守山支部（滋賀県守山市小島町 1562）

〇委託業務

令和７年６月から空き家の実態調査とセミナー・相談会の実施を委託

【参考】支援法人の業務（法第24条 参考）
①空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談支援
②空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務
③委託に基づき、空家等の所有者等の探索 ④空家等の管理または活用に関する調査研究
⑤空家等の管理または活用に関する普及啓発 ⑥その他必要な事業または事務たは活用に関⑥

３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



（5）空き家勉強会・相談会（モデル自治会：7自治会）
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自治会名等 勉強会 個別相談会

杉江 20人 ０人

今浜 9人 2人

木浜 34人 0人

赤野井 28人 3人

矢島 4人 0人

幸津川 4人 2人

三宅稲葉 2月20日 2月20日

市役所 14人 5人

エコパーク ３人 ３人

３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



(6) 空き家実態調査（モデル自治会：7自治会）
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（調査日） 住宅戸数：令和8年1月（税務課抽出データ）
※住宅用途のみ

空家戸数：令和７年度空き家調査（支援法人委託）

自治会名 戸数 空家戸数 空家率(戸数） 単身高齢者

R6年度
実証実験

杉江自治会 224 13 5.8% 7

今浜自治会 345 24 7.0% 18

R7年度
空家調査

木浜自治会 593 35 5.9% 24

幸津川自治会 377 16 4.2% 27

赤野井自治会 537 36 6.7% 34

矢島自治会 556 29 5.2% 29

三宅稲葉自治会 127 4 3.1% ―

合計 2,759 157 5.7% 139

３ 守山市空家等対策計画に係る取組について



４ 守山市の空き家対策の課題 15

■管理不全な空き家の増加
• 老朽化が進み、倒壊の危険性や衛生上の問題を抱える空き家が増加している。

■所有者の責任感の希薄化
• 遠隔地に居住している所有者や、相続で受け継いだ所有者の中には、空き
家に対する管理責任の意識が希薄な場合がある。

■所有者特定と連絡の困難さ
• 空き家の所有者が市外に居住している、あるいはすでに亡くなっているなど、
所有者の特定や連絡が困難な場合がある。

• 相続登記が未了のまま放置される等、所有権が不明確になっている。

■単身・高齢者のみ世帯の増加
・ 単身高齢者等、今後空き家になる可能性がある家屋が多く潜在している。



４ 守山市の空き家対策の課題 16

■費用負担の問題
• 所有者自身も経済的な理由から空き家の管理や解体に踏み切れないケースが
ある。

■市の相談窓口の明確化

・市民に分かりやすい体制となるよう、市の組織体制について検討が必要。

■利活用へのハードルの高さ
• 市街化調整区域においては、法令上の規制や狭隘な道路等により、処分や利
活用が進みにくい。

• 空き家バンク制度の利用促進が進んでいない。

■地域住民の理解と協力
• 空き家問題解決には地域住民の理解と協力が不可欠だが、プライバシーの問
題などもあり、介入が難しい場合がある。

• 地域と連携し、きめ細やかな相談対応やマッチング支援を行う体制の強化が
求められる。



(2)第２期守山市空家等対策計画の策定に向けて
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2035年 約88,000人

をピークに、その後、

「人口減少局面」を迎えるこ

とが予測される。

令和17年（2035年）の目標人口 88,000人

今が時代の転換点であることを認識し

サステナブルなまちづくりを進める

守山市長期ビジョン2035

１ 第２期守山市空家等対策計画の策定に向けて



１ 第２期守山市空家等対策計画の策定に向けて 19

■市街化区域
→市場における不動産の流通を基本、管理不全空家等への指導
■市街化調整区域
→モデル自治会への重点的支援、効果検証、管理不全空家等への指導
モデル自治会において、自治会および空家等管理支援法人と連携し、
空き家調査に基づき、空き家の所有者へアプローチ。
空き家の予防と利活用の前提となる適正管理に向け、重点的に支援。

令和８年度の取組（次ページ）の効果検証と並行して、次期計画を策定

現在の計画を１年延伸



【クローズアップ③】

総合的な空き家対策の推進
住むなら守山！ 市民が主役の守山！

住宅のフェーズごとに応じた総合的な空き家対策を推進するため、空家等管理活用支援法人と
連携し、空家化の「予防」、空家等の「適正管理」、空家等の「利活用」に取り組みます。
特に空家等の利活用が進みにくい、市街化調整区域のモデル自治会（７自治会）において、自
治会と連携する中、重点的に取組を進めます。また、守山市長期ビジョン2035に掲げる目標人
口（88,000人：2035年）の達成に向け、空家等の既存住宅ストックの有効活用を図ります。

（拡充）空家等管理活用支援業務 1,200千円

市街化調整区域のモデル自治会において、空家等管
理活用支援法人と連携する中、現況調査に基づき、
空き家所有者等へアプローチ。個別相談にも対応可。
空家化の「予防」、空家等の「適正管理」、空家等
の「利活用」を図ります。

（新）空き家エンディングノートの作成
281千円

空き家エンディングノートを作成し、空家の勉強
会や個別相談において活用。
空き家所有者に対し、空家化の「予防」、空家等
の「適正管理」に向けた意識の啓発を図ります。

（新）第2期守山市空家等対策計画の策定 193千円
第1期計画の取組み成果を踏まえ、守山市空き家等対策推進協議会で議論し、第2期守山市空家等対策計画
（令和9年度～令和13年度）を策定します。※令和8年12月策定予定

空き家活用推進補助金  4,000千円

地域コミュニティの活性化等に資する空き家改修
に対して補助を行い、空家等の「利活用」と地域
の活性化を促進します。

補助率 2/3 上限 4,000千円

（新）空き家等家財処分費補助金 300千円

モデル自治会において、自治会が空家等管理活用支
援法人と連携して空家等の「利活用」を図る場合、
家財処分費用に対して補助を行う。

補助率 1/2  上限 100千円

予算 6,051千円（国2,800千円）
20

2月13日開催の定例
記者会見資料

取扱注意



２ 守山市空家等対策計画の延伸 21

現行 改定後

(1) 計画期間の一年延伸
第１章「５．計画の期間」を変更します。
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現行 改定後

※規定なし

(2) 「空家等管理活用支援法人との連携体制」を追加
第５章「空家対策を推進するための連携体制」に、支援法人との連携体制を追加します。

２ 守山市空家等対策計画の延伸



３ 空き家対策推進のための連携体制について 23
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「守山市空き家等対策推進協議会」
学識経験者、市民、法務、不動産、空き家活用事業者等

連
携

市相談窓口

建築課：空家等の総合相談や特定空家等に関すること

連絡先：077-582-1139

企画政策課：空家等の利活用に関すること

連絡先：077-582-1162

庁内連携体制
環境政策課、市民協働課等の空き家施策に関連する部署

問合せ
相談

空き家対策推進のための連携体制

問合せ
相談

空家等管理活用支援法人

連
携連

携



４ 第２期守山市空家等対策計画の策定スケジュールについて 24

令和8年度

令和8年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

空き家等対策推進協議会

●
第１回

●
第２回

●
第３回

・課題等の整理
・骨子案

・素案 ・最終案

空家等対策計画 骨子案 素案 最終案 策定
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